
 

特定排出機器規定要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は，京都市地球温暖化対策条例施行規則（以下「規則」とい

う。）第１０条の規定に基づき，エネルギー消費効率に関する情報について書

面に表示する事項に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は，京都市地球温暖化対策条例及び規

則で使用する用語の例による。 

（特定排出機器） 

第３条 規則第９条第１号に規定するエアコンディショナーは，直吹き形でウ

ィンド形，ウォール型又は壁掛け型のものをいう。 

（エネルギー消費効率に関する情報） 

第４条 規則第１０条に規定する別に定める事項は，次に掲げるものとする。 

 ⑴ 多段階評価（規則第９条に掲げる特定排出機器ごとに，次に掲げるもの

とする。） 

ア エアコンディショナーについては，エネルギーを消費する機械器具の小

売の事業を行う者が取り組むべき措置（平成１８年８月１８日経済産業省

告示第２５８号）１－３に定める多段階評価基準による表示をいう。 

イ 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具については，エネルギーを消費

する機械器具の小売の事業を行う者が取り組むべき措置（平成２２年３月

１９日経済産業省告示第５５号）２－３に定める多段階評価基準による表

示をいう。 

ウ テレビジョン受信機については，エネルギーを消費する機械器具の小売

の事業を行う者が取り組むべき措置（平成１８年８月１８日経済産業省告

示第２５８号）３－３に定める多段階評価基準による表示をいう。 

エ 電気冷蔵庫については，エネルギーを消費する機械器具の小売の事業を

行う者が取り組むべき措置（平成１８年８月１８日経済産業省告示第２５

８号）７－３に定める多段階評価基準による表示をいう。 

オ 電気便座については，エネルギーを消費する機械器具の小売の事業を行



 

う者が取り組むべき措置（平成２１年４月３０日経済産業省告示第１７２

号）１３－３に定める多段階評価基準による表示をいう。 

⑵ 省エネルギーラベル（日本工業規格Ｃ９９０１に定めるものをいう。） 

⑶ 製造事業者等（法第７７条に定めるものをいう。）の名称 

⑷ 特定排出機器の種類ごとの名称 

⑸ １年間使用した場合の目安電気料金（規則第９条に掲げる特定排出機器ご

とに，次に掲げるものとする。） 

ア エアコンディショナーについては，エネルギーを消費する機械器具の小

売の事業を行う者が取り組むべき措置（平成１８年８月１８日経済産業省

告示第２５８号）（以下「告示」という。）１－４の方法により算出した

ものを有効数字３桁（ただし，１０円未満の端数があるときは，これを四

捨五入したもの。）で表したものとする。ただし，表示に当たっては，告

示１－５の注意事項をあわせて情報提供することとする。 

イ 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具については，エネルギーを消費

する機械器具の小売の事業を行う者が取り組むべき措置（平成２２年３月

１９日経済産業省告示第５５号）（以下「告示」という。）２－４の方法

により算出したものを有効数字３桁（ただし，１０円未満の端数があると

きは，これを四捨五入したもの。）で表したものとする。ただし，表示に

当たっては，告示２－５の注意事項をあわせて情報提供することとする。 

ウ テレビジョン受信機については，エネルギーを消費する機械器具の小売

の事業を行う者が取り組むべき措置（平成１８年８月１８日経済産業省告

示第２５８号）（以下「告示」という。）３－４の方法により算出したも

のを有効数字３桁（ただし，１０円未満の端数があるときは，これを四捨

五入したもの。）で表したものとする。ただし，表示に当たっては，告示

３－５の注意事項をあわせて情報提供することとする。 

エ 電気冷蔵庫については，エネルギーを消費する機械器具の小売の事業を

行う者が取り組むべき措置（平成１８年８月１８日経済産業省告示第２５

８号）（以下「告示」という。）７－４の方法により算出したものを有効

数字３桁（ただし，１０円未満の端数があるときは，これを四捨五入した

もの。）で表したものとする。ただし，表示に当たっては，告示７－５の



 

注意事項をあわせて情報提供することとする。 

オ 電気便座については，エネルギーを消費する機械器具の小売の事業を行

う者が取り組むべき措置（平成２１年４月３０日経済産業省告示第１７２

号）（以下「告示」という。）１３－４の方法により算出したものを有効

数字３桁（ただし，１０円未満の端数があるときは，これを四捨五入した

もの。）で表したものとする。ただし，表示に当たっては，告示１３－５

の注意事項をあわせて情報提供することとする。 

２ 前項に規定する事項を表示した書面の標準様式は，エネルギーを消費する

機械器具の小売の事業を行う者が取り組むべき措置（平成１８年８月１８日

経済産業省告示第２５８号）１－２⑷，エネルギーを消費する機械器具の小

売の事業を行う者が取り組むべき措置（平成２２年３月１９日経済産業省告

示第５５号）２－２⑷，エネルギーを消費する機械器具の小売の事業を行う

者が取り組むべき措置（平成１８年８月１８日経済産業省告示第２５８号）

３－２⑷，７－２⑷及びエネルギーを消費する機械器具の小売の事業を行う

者が取り組むべき措置（平成２１年４月３０日経済産業省告示第１７２号）

１３－２⑷に定める様式とする。 

   附 則（平成２２年４月１日改正） 

この要綱は，平成２２年４月１日から実施する。 

  附 則（平成２３年３月３１日改正） 

この要綱は，平成２３年４月１日から実施する。 


